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那須烏山市職員給与条例等の一部を改正する条例 

令和 年 月 日 

那須烏山市条例第 号 

 （那須烏山市職員給与条例の一部改正） 

第１条 那須烏山市職員給与条例（平成17年10月那須烏山市条例第37号）の一部を次の表のよ

うに改正する。 

 

改  正  後 現     行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第１条の２ この条例により支給する職員の給与の種

類は、給料、管理職手当、第２種初任給調整手当、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤

務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、日直手当、管理職員特別勤

務手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、法

第22条の４第１項の規定に基づき採用された職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の給与については、扶養手当及び住居手当を除くも

のとする。 

第１条の２ この条例により支給する職員の給与の種

類は、給料、管理職手当＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤

務等手当＿＿＿＿＿＿＿、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、日直手当、管理職員特別勤

務手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、法

第22条の４第１項の規定に基づき採用された職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の給与については、扶養手当及び住居手当を除くも

のとする。 

２ 略 

 

２ 略 

 

（管理職手当） （管理職手当） 

第７条の２ 略 

 

第７条の２ 略 

 

（第２種初任給調整手当） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条の３ 新たに採用された職員であって、採用の

日において、当該職員に適用される給料表の給料月

額のうち第４条第１項の規定により当該職員の属す

る職務の級並びに同条第２項、第４項、第６項及び

第７項の規定により当該職員の受ける号給に応じた

額（定年前再任用短時間勤務職員その他規則で定め

る職員にあっては、規則で定める額）並びにこれに

第９条の２の規定による地域手当の支給割合を乗じ

て得た額の合計額（その額に１円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）に12を乗じ、その額

を休暇等条例第２条第１項に規定する勤務時間に52

を乗じたもので除して得た額（その額に50銭未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上１円

未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた

額）（次項において「特定額」という。）が、その

在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮

して規則で定める額（次項において「基準額」とい

う。）を下回るものには、採用の日から規則で定め

る日までの間、第２種初任給調整手当を支給する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、規則で定めると

ころにより基準額と特定額との差額を月額に換算し

た額とする。 

＿ 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、

同項の規定により第２種初任給調整手当を支給され

る職員との権衡上必要があると認められるものとし
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て規則で定めるものには、規則の定めるところによ

り、前２項の規定に準じて、第２種初任給調整手当

を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整

手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 （特殊勤務手当）  

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務そ

の他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必

要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが

適当でないと認められるものに従事する職員には、

その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給す

る。 

第11条 削除 

 

２ 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支

給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項

は、別に条例で定める。 

 

 

 （給与の減額）  （給与の減額） 

第12条 職員が勤務しないときは、休暇等条例第８条

の２第１項に規定する時間外勤務代休時間、休暇等

条例第９条に規定する祝日法による休日（休暇等条

例第10条第１項の規定により代休日を指定されて、

当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した

職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下

「祝日法による休日等」という。）又は休暇等条例

第９条に規定する年末年始の休日（休暇等条例第10

条第１項の規定により代休日を指定されて、当該休

日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員に

あっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年

始の休日等」という。）である場合、休暇等条例第

12条、第13条及び第14条に規定する年次有給休暇、

病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務し

ないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の

承認があった場合を除き、その勤務しない１時間に

つき、第16条第１項に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額した給与を支給する。 

 

第12条 職員が勤務しないときは、休暇等条例第８条

の２第１項に規定する時間外勤務代休時間、休暇等

条例第９条に規定する祝日法による休日（休暇等条

例第10条第１項の規定により代休日を指定されて、

当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した

職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下

「祝日法による休日等」という。）又は休暇等条例

第９条に規定する年末年始の休日（休暇等条例第10

条第１項の規定により代休日を指定されて、当該休

日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員に

あっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年

始の休日等」という。）である場合、休暇等条例第

12条、第13条及び第14条に規定する年次有給休暇、

病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務し

ないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の

承認があった場合を除き、その勤務しない１時間に

つき、第16条＿＿＿に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額した給与を支給する。 

 

 （時間外勤務手当）  （時間外勤務手当） 

第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務

することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時

間外に勤務した全時間について、勤務１時間につ

き、第16条第１項に規定する勤務１時間当たりの給

与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区

分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150まで

の範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合には、その

割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を

支給する。 

⑴・⑵ 略 

２ 略 

３ 前２項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、

休暇等条例第５条の規定により、あらかじめ休暇等

第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務

することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時

間外に勤務した全時間について、勤務１時間につ

き、第16条   に規定する勤務１時間当たりの給

与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区

分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150まで

の範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合には、その

割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を

支給する。 

⑴・⑵ 略 

２ 略 

３ 前２項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、

休暇等条例第５条の規定により、あらかじめ休暇等
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条例第３条第２項若しくは第３項又は第４条の規定

により割り振られた１週間の正規の勤務時間（定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分。

以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時

間」という。）外に勤務することを命ぜられた職員

に対しては、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤

務した全時間（規則で定める時間を除く。）につい

て、勤務１時間につき、第16条第１項に規定する勤

務１時間当たりの給与額に100分の25から100分の50

までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を

支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正

規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振

り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間（前

項に規定する規則で定める時間を除く。）との合計

が１箇月について60時間を超えた職員には、その60

時間を超えて勤務した全時間に対して、第１項及び

前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第16

条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額に次

の各号に掲げる勤務の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。 

⑴・⑵ 略 

５ 休暇等条例第８条の２第１項に規定する時間外勤

務代休時間を指定された場合において、当該時間外

勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項

に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当

該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤

務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時

間につき、第16条第１項に規定する勤務１時間当た

りの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間

外勤務手当を支給することを要しない。 

⑴・⑵ 略 

６ 略 

 

条例第３条第２項若しくは第３項又は第４条の規定

により割り振られた１週間の正規の勤務時間（定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分。

以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時

間」という。）外に勤務することを命ぜられた職員

に対しては、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤

務した全時間（規則で定める時間を除く。）につい

て、勤務１時間につき、第16条   に規定する勤

務１時間当たりの給与額に100分の25から100分の50

までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を

支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正

規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振

り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間（前

項に規定する規則で定める時間を除く。）との合計

が１箇月について60時間を超えた職員には、その60

時間を超えて勤務した全時間に対して、第１項及び

前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第16

条   に規定する勤務１時間当たりの給与額に次

の各号に掲げる勤務の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。 

⑴・⑵ 略 

５ 休暇等条例第８条の２第１項に規定する時間外勤

務代休時間を指定された場合において、当該時間外

勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項

に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当

該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤

務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時

間につき、第16条   に規定する勤務１時間当た

りの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間

外勤務手当を支給することを要しない。 

⑴・⑵ 略 

６ 略 

 

 （休日勤務手当）  （休日勤務手当） 

第14条 休日勤務手当は、祝日法による休日等（休暇

等条例第３条第１項又は第４条の規定に基づき毎日

曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあ

っては、同条例第９条に規定する祝日法による休日

が同条例第４条及び第５条第１項の規定に基づく週

休日に当たるときは、規則で定める日）及び年末年

始の休日等において正規の勤務時間中に勤務するこ

とを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に

勤務した全時間について、勤務１時間につき、第16

条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100

分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める

割合を乗じて得た額を支給する。これらの日に準ず

るものとして規則で定める日において勤務した職員

についても同様とする。 

第14条 休日勤務手当は、祝日法による休日等（休暇

等条例第３条第１項又は第４条の規定に基づき毎日

曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあ

っては、同条例第９条に規定する祝日法による休日

が同条例第４条及び第５条第１項の規定に基づく週

休日に当たるときは、規則で定める日）及び年末年

始の休日等において正規の勤務時間中に勤務するこ

とを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に

勤務した全時間について、勤務１時間につき、第16

条   に規定する勤務１時間当たりの給与額に100

分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める

割合を乗じて得た額を支給する。これらの日に準ず

るものとして規則で定める日において勤務した職員

についても同様とする。 
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 （夜間勤務手当）  （夜間勤務手当） 

第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後

10時から翌日の午前５時までの間に勤務する職員に

対して、その間に勤務した全時間について、勤務１

時間につき、第16条第１項に規定する勤務１時間当

たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給す

る。 

 

第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後

10時から翌日の午前５時までの間に勤務する職員に

対して、その間に勤務した全時間について、勤務１

時間につき、第16条   に規定する勤務１時間当

たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給す

る。 

 

 （勤務１時間当たりの給与額の算出）  （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第16条 第12条から第15条までに規定する勤務１時間

当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定め

る時間を減じたもので除した額とする。 

第16条 第12条から第15条までに規定する勤務１時間

当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定め

る時間を減じたもので除した額とする。 

２ 特殊勤務手当の支給対象となる勤務をした場合の

当該勤務をした時間に係る第13条から第15条までに

規定する勤務１時間当たりの給与額は、前項の規定

にかかわらず、同項の規定によって算出した給与額

に、規則で定める額を加算した額とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

（那須烏山市診療所医師の給与の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 那須烏山市診療所医師の給与の特例に関する条例（平成20年６月那須烏山市条例第18

号）の一部を次の表のように改正する。 

 

改  正  後 現     行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 医師に対して支給する給与の種類についての

那須烏山市職員給与条例（平成17年10月那須烏山市

条例第37号。以下「職員給与条例」という。）第１

条の２第１項の規定の適用については、同項中「第

２種初任給調整手当」とあるのは、「第１種初任給

調整手当」とする。 

 

第２条 医師に対して支給する給与の種類は、   

那須烏山市職員給与条例（平成17年10月那須烏山市

条例第37号。以下「職員給与条例」という。）第１

条の２第１項に規定するもののほか、初任給調整手

当及び特殊勤務手当とする           

        。 

 

（第１種初任給調整手当） （初任給調整手当＿＿＿） 

第４条 第１種初任給調整手当は、人事院規則９－34

（初任給調整手当）第２条第１項第２号に掲げる職

に支給される額に準じて規則で定める額を採用の日

から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経

過した日から１年を経過するごとにその額を減じて

支給する。 

第４条 初任給調整手当＿＿＿は、人事院規則９－34

（初任給調整手当）第２条第１項第２号に掲げる職

に支給される額に準じて規則で定める額を採用の日

から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経

過した日から１年を経過するごとにその額を減じて

支給する。 

２ 前項の規定により第１種初任給調整手当を支給す

る医師の範囲、第１種初任給調整手当の支給期間及

び支給額その他第１種初任給調整手当の支給に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

２ 前項の規定により初任給調整手当＿＿＿を支給す

る医師の範囲、初任給調整手当＿＿＿の支給期間及

び支給額その他初任給調整手当＿＿＿の支給に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

第５条 特殊勤務手当は、那須烏山市職員特殊勤務手

当条例（令和８年 月那須烏山市条例第 号）に定

めるもののほか、別表第３に定めるところにより支

第５条 特殊勤務手当は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿別表第３に定めるところにより支
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給する。 給する。 

２ 別表第３に定めるところによる特殊勤務手当は、

給料の支給方法に準じて支給する。 

 

２ 特殊勤務手当              は、

給料の支給方法に準じて支給する。 

 

（那須烏山市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 那須烏山市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17年10月那須烏山

市条例第38号）の一部を次の表のように改正する。 

 

改  正  後 現     行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 手当の種類は、第２種初任給調整手当、扶養手

当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手

当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手

当、日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただ

し、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の

４第１項又は第22条の５第１項の規定に基づき採用

された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）の給与については、扶養手当及び住居手

当を除くものとする。 

 

３ 手当の種類は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、扶養手

当、地域手当、住居手当、通勤手当＿＿＿＿＿＿

＿、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手

当、日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただ

し、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の

４第１項又は第22条の５第１項の規定に基づき採用

された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）の給与については、扶養手当及び住居手

当を除くものとする。 

 

（給料表） （給料表） 

第３条 略 

 

第３条 略 

 

（第２種初任給調整手当） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第３条の２ 第２種初任給調整手当は、新たに採用さ

れた職員であって、採用の日において、当該職員の

給料及び地域手当の月額を合計した額を基礎として

算出した勤務１時間当たりの額が、その在勤する地

域における民間の賃金の最低基準を考慮して市長が

定める額を下回るものに対して支給する。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

 

（通勤手当） （通勤手当） 

第６条 略 

 

第６条 略 

 

（特殊勤務手当）  

第６条の２ 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不

健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給

与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給

料で考慮することが適当でないと認められるものに

従事する職員に対して支給する。 

 

 

 

 （那須烏山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 那須烏山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９月那須烏

山市条例第13号）の一部を次の表のように改正する。 
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改  正  後 現     行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第３条 フルタイム会計年度任用職員に支給する給与

は、給料、地域手当、第２種初任給調整手当、通勤

手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。 

第３条 フルタイム会計年度任用職員に支給する給与

は、給料、地域手当＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、通勤

手当＿＿＿＿＿＿＿、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。 

２ 略 

 

２ 略 

 

（地域手当） （地域手当） 

第７条の２ 略 

 

第７条の２ 略 

 

（第２種初任給調整手当） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条の３ 給与条例第７条の３の規定は、フルタイ

ム会計年度任用職員について準用する。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（通勤手当） （通勤手当） 

第８条 略 

 

第８条 略 

 

 （特殊勤務手当）  

第８条の２ 給与条例第11条及び那須烏山市特殊勤務

手当条例（令和８年 月那須烏山市条例第 号。以

下「特殊勤務手当条例」という。）の規定は、フル

タイム会計年度任用職員について準用する。 

 

 

（勤務１時間当たりの給与額） （勤務１時間当たりの給与額） 

第13条 第９条に規定する勤務１時間当たりの給与額

並びに第10条の規定により準用する給与条例第13条

第１項、第11条の規定により準用する給与条例第14

条及び前条の規定により準用する給与条例第15条に

規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額

及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗

じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員につ

いて定められた１週間当たりの勤務時間に52を乗じ

たものから規則で定める時間を減じたもので除して

得た額とする。 

２ 特殊勤務手当の支給対象となる勤務をした場合の

当該勤務をした時間に係る第10条の規定により準用

する給与条例第13条第１項、第11条の規定により準

用する給与条例第14条及び前条の規定により準用す

る給与条例第15条に規定する勤務１時間当たりの給

与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によ

って算出した給与額に、規則で定める額を加算した

額とする。 

 

第13条 第９条に規定する勤務１時間当たりの給与額 

 、第10条  の規定により準用する給与条例第13条

第１項、第11条の規定により準用する給与条例第14

条及び前条の規定により準用する給与条例第15条に

規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額

及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗

じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員につ

いて定められた１週間当たりの勤務時間に52を乗じ

たものから規則で定める時間を減じたもので除して

得た額とする。 

 

（報酬の減額） （報酬の減額） 

第18条 略 

 

第18条 略 

 

 （特殊勤務に係る報酬）  

第18条の２ 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤

務その他著しく特殊な勤務に従事することを命ぜら

れたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務
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手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係

る報酬として支給する。 

  

 

 （那須烏山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第５条 那須烏山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17年10月那須烏山市条

例第139号）の一部を次の表のように改正する。 

 

改  正  後 現     行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 手当の種類は、管理職手当、第２種初任給調整手

当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在

宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、管理職員特

別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただ

し、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の

４第１項の規定に基づき採用された職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）の給与につ

いては、扶養手当及び住居手当を除くものとする。 

 

３ 手当の種類は、管理職手当＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在

宅勤務等手当＿＿＿＿＿＿＿、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、管理職員特

別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただ

し、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の

４第１項の規定に基づき採用された職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）の給与につ

いては、扶養手当及び住居手当を除くものとする。 

 

（管理職手当） （管理職手当） 

第４条 略 

 

第４条 略 

 

（第２種初任給調整手当） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第４条の２ 第２種初任給調整手当は、新たに採用さ

れた職員であって、採用の日において、当該職員の

給料及び地域手当の月額を合計した額を基礎として

算出した勤務１時間当たりの額が、その在勤する地

域における民間の賃金の最低基準を考慮して管理者

が定める額を下回るものに対して支給する。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（在宅勤務等手当） （在宅勤務等手当） 

第７条の２ 略 

 

第７条の２ 略 

 

（特殊勤務手当）  

第７条の３ 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不

健康又は困難な勤務その他著しく特殊な職務で、給

与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給

料で考慮することが適当でないと認められるものに

従事する職員に対して支給する。 

 

  

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （那須烏山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 那須烏山市職員の育児休業等に関する条例（平成17年10月那須烏山市条例第25号）の一部

を次の表のように改正する。 
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改  正  後 現     行 

  （部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第22条 職員（企業職員である職員及び技能労務職員

である職員を除く。）が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第12条の規定にかかわ

らず、その勤務しない１時間につき、給与条例第16

条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額を減

額して支給する。 

 

第22条 職員（企業職員である職員及び技能労務職員

である職員を除く。）が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第12条の規定にかかわ

らず、その勤務しない１時間につき、給与条例第16

条   に規定する勤務１時間当たりの給与額を減

額して支給する。 

 

 


